
号

外

七�
令

和

二

年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
消
防
団
協
力
事
業
所
の
支
援
の
た
め
の
事
業
税
の
課
税
の

特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

一
ペ
ー
ジ

告

示

○
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定

(

税

務

課)

二

○
個
人
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
の
種
別
割
及
び
自
動

車
税
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務
の
委
託

(

同

)

二

○
岐
阜
県
障
が
い
者
総
合
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
印
の
制
定

(
労
働
雇
用
課)

三

○
岐
阜
県
立
障
が
い
者
職
業
能
力
開
発
校
長
印
の
制
定

(
同

)

三

訓

令

甲

○
岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

三

議
会
訓
令
甲

○
岐
阜
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

総

務

課)
四

規

則

岐
阜
県
消
防
団
協
力
事
業
所
の
支
援
の
た
め
の
事
業
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
六
号

岐
阜
県
消
防
団
協
力
事
業
所
の
支
援
の
た
め
の
事
業
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
消
防
団
協
力
事
業
所
の
支
援
の
た
め
の
事
業
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
百
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

、
令
和
元
年
度
分
の
事
業
税
の
不
均
一
課
税
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日
ま
で
に｣

を
削
り
、｢

令
和
二
年
四
月
十
六
日
ま
で
に｣

の
下
に｢

、

令
和
三
年
度
分
の
事
業
税
の
不
均
一
課
税
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
令
和
三
年
三
月
十
五

日
ま
で
に
、
令
和
四
年
度
分
の
事
業
税
の
不
均
一
課
税
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
令
和
四

年
三
月
十
五
日
ま
で
に｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和２年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
二
年
四
月
一
日



告

示

ヤ
フ
ー
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番

三
号

指
定
代
理
納
付
者
の
名
称
及
び
住

所

自
動
車
税
の
種
別
割

指
定
代
理
納
付
者
に

納
付
さ
せ
る
歳
入

令
和
二
年
五
月
七
日
か
ら
令
和
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

指
定
代
理
納
付
者
に
歳
入
を
納
付

さ
せ
る
期
間

LIN
E
Pay

株
式
会
社

東
京
都
品
川
区
西
品
川
一
丁
目
一
番
一
号

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
一
番
一
号

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
一
一
番
二
号

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
一
〇
番
一
号

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
一
号

株
式
会
社
セ
ブ
ン
―
イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
七
号

株
式
会
社
電
算
シ
ス
テ
ム

岐
阜
市
日
置
江
一
丁
目
五
八
番
地

受
託
者
の
名
称
及
び
住
所

モ
バ
イ
ル
送
金
・
決
済
サ
ー
ビ
スLIN

E
Pay

を
利
用
し
た
個
人
の
事
業
税
、
不
動
産

取
得
税
、
自
動
車
税
の
種
別
割
及
び
旧
自
動

車
税
の
収
納

口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
個
人
の
事
業
税
、

不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
の
種
別
割
及
び

旧
自
動
車
税
の
収
納

同
右

同
右

同
右

同
右

直
営
店
舗
、
加
盟
店
舗
等
に
お
け
る
個
人
の

事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
の
種

別
割
及
び
旧
自
動
車
税
の
収
納

Ｍ
Ｍ
Ｋ
設
置
店
の
表
示
の
あ
る
加
盟
店
舗
に

お
け
る
個
人
の
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、

自
動
車
税
の
種
別
割
及
び
旧
自
動
車
税
の
収

納 個
人
の
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車

税
の
種
別
割
及
び
旧
自
動
車
税
の
収
納
事
務

の
と
り
ま
と
め

委
託
内
容

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
七
号

地
方
自
治
法(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
代
理
納
付
者
の
指
定
を
し
た
の
で
、
岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
八
号

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

第
十
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
個
人
の
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
の
種
別
割
及
び
岐
阜
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例(

平
成
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
八
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
税
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
号)

に
規
定
す
る
自
動
車
税

(

以
下

｢

旧
自
動
車
税｣

と

い
う
。)

に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十

六
号)

第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
令
第
百
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

個
人
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
及
び
自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務
の
委
託
に
関
す
る
告
示

(

平
成
三
十
一
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
八
号)

及
び
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
徴
収
金
の
収
納

事
務
の
委
託
に
関
す
る
告
示(

令
和
元
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号)

は
、
廃
止
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
九
号

岐
阜
県
障
が
い
者
総
合
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
印
を
次
の
と
お
り
定
め
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か

ら
使
用
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和２年４月１日 ( )２



県
産
品
流
通
支
援
課

県
庁
舎
開
設
準
備
課

県
支

県
開

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

印
影

書

体

て
ん
書

大
き
さ

二
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

二

公
印
管
理
者

岐
阜
県
障
が
い
者
総
合
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
号

岐
阜
県
立
障
が
い
者
職
業
能
力
開
発
校
長
印
を
次
の
と
お
り
定
め
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
使
用

す
る
。令

和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

印
影

１

書

体

て
ん
書

大
き
さ

二
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

２

書

体

て
ん
書

大
き
さ

二
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

二

公
印
管
理
者

岐
阜
県
立
障
が
い
者
職
業
能
力
開
発
校
長

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
八
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
公
文
書
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中｢

秘
書
政
策
審
議
監｣

を｢

秘
書
広
報
総
括
監｣

に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
四
項
中｢

、
館
長
が
歴
史
資
料
館
に
収
蔵
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
文
書
を｣

を

｢

歴
史
的
価
値
の
あ
る
公
文
書
の
基
準
と
し
て
館
長
が
別
に
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い

て
、｣

に
、｢

こ
と
が
で
き
る｣

を｢

も
の
と
す
る｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中｢

整
理｣

を｢

整
理
し
、｣

に
改
め
る
。

第
七
十
四
条
第
三
項
中｢

、
館
長
が
歴
史
資
料
館
に
収
蔵
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
文
書
を｣

を

｢

歴
史
的
価
値
の
あ
る
公
文
書
の
基
準
と
し
て
館
長
が
別
に
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い

て
、｣

に
、｢

こ
と
が
で
き
る｣

を｢

も
の
と
す
る｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

整
理｣

を｢

整
理
し
、｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
管
財
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
地
域
産
業
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

( ) 令和２年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



ぎ
ふ
木
遊
館

岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館

障
が
い
者
職
業
能
力
開
発
校

障
が
い
者
総
合
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

ぎ
木

岐
関
記

障
開
障
セ

補
助
職
員(

事
務
補
助)

秘
書
・
会
計
業
務
専
門
職

警
備
業
務
専
門
職

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
の
補
助
業
務
に
従
事
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
秘
書
及
び
会
計
業
務
に
従
事
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
警
備
業
務
に
従
事
す
る
。

別
表
第
一
木
工
芸
術
ス
ク
ー
ル
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

議
会
訓
令
甲

岐
阜
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号

岐
阜
県
議
会
事
務
局

岐
阜
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
議
会
議
長

小

川

恒

雄

岐
阜
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

岐
阜
県
議
会
事
務
局
規
程

第
一
条
中｢

及
び
職
員
の
服
務｣

を｢

並
び
に
職
員
の
服
務
及
び
勤
務
条
件｣

に
改
め
る
。

第
七
条
二
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
八
条
第
三
項
中｢

通
勤
手
当｣

の
下
に｢(

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条

例(

令
和
元
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
一
条
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
同
条

例
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る
費
用
弁
償)｣

を
加
え
る
。

｢

第
六
章

服
務｣

を｢

第
六
章

服
務
及
び
勤
務
条
件｣

に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
見
出
し
中｢

服
務｣

の
下
に｢

及
び
勤
務
条
件｣

を
加
え
、
同
条
中｢

服
務｣

の
下

に｢

及
び
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令
和
二
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


